贈答・飲食・接待（GME）規程
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1. 定義
「受領」：
ビジネスパートナーまたは社内外の第三者から贈答・飲食・接待等を受けること
「AWA法務部」：
ミシガン州ノースビル所在のAISIN World Corp. of America法務部
「承諾」または「承認」：
贈答・飲食・接待の提供または受領を認める、AWA法務部からの書面（通常は電子メール）による許諾
「ビジネスパートナー」：
当社の取引先（以下を含む）
· 得意先および仕入先
· 政府機関および公務員
· アイシングループ会社
· コンサルおよび業務委託先
「当社」：
AISIN World Corp. of America
「接待」：
ビジネスパートナーと一緒にスポーツイベント・コンサート・ショー等を観戦・観賞すること
※本規程では、接待金額にはチップや税金を含めないものとします
「贈答」：
価値のあるもの（物品・販促品・値引き等）を、対価を受け取らずに提供すること
「GME」：
Gifts（贈答）、Meals（飲食）、Entertainment（接待）の略
「GMEフォーム」：
GMEの承認申請で使用するオンラインフォーム（www.AisinIntegrity.com）
「公務員」または「GO」：
政府機関のために勤務する者（以下を含む）
· 選挙で選ばれた役職者（市長、知事など）
· 政府機関の職員
· 国有企業の従業員
· 公職候補者
「法務部審査」：
AWA法務部が、贈答・飲食・接待が本規程および法律に準拠しているかどうか確認すること
「飲食」：
ビジネス上の会議や交流の場で飲食物を提供すること
※本規程では、飲食金額にはチップや税金を含めないものとします
「提供」：
ビジネスパートナーに、贈答・飲食・接待等を供与すること
「申請」：
GMEフォームに記入して提出すること
「上司」：
直属の上司（管理職）
「チームメンバー」：
当社の全役員・従業員
「チームビルディング活動」：
当社・親会社・子会社・関連会社のチームメンバー間で実施される、チームワーク・コラボレーション・士気・職場の効率性向上を目的とした会社主催のイベント
※このような活動は、本規程の対象外となります

2. [bookmark: 2._PURPOSE][bookmark: _bookmark1]本規程の目的
本規程では、業務の一環として贈答・飲食・接待（GME）を提供・受領する際のルールについて記載しています。
取引先との間での贈答や飲食は、過度でなければ良好なビジネス関係を築くのに役立ちます。しかし、高額・頻繁なGMEは、賄賂やキックバックのように捉えられる可能性があります。GMEが不適切な支払いや利益相反だと疑われることすらないように、全てのチームメンバーは注意して行動しなければなりません。
AISIN World Corp. of America（以下、「当社」といいます）は、チームメンバーがGMEに関して適切な判断を下せるように、本規程を作成しました。これらのルールは、政府機関、民間企業、およびアイシングループ会社とのGMEに適用されます。

3. 本規程の対象者
本規程の対象者は以下のとおりです。
· 当社の全チームメンバー
· 当社のために働く業務委託社員およびコンサルタント
· 当社の代理人・代表者
なお、本規程に記載するルールよりも現地の法律が厳しい場合は、現地の法律に従わなければなりません。

4. 基本ルール
4.1 公務員に対するルール
重要：公務員への贈答・飲食・接待は、全て事前の申請・承認が必要です。例外は一切ありません。
公務員（GO）へのGMEについては、特に注意が必要です。ビジネス上の利益を得るために公務員へ利益を提供することは、多くの法律で禁止されています。

公務員へのGMEの場合：
1. 全ての贈答・飲食・接待は、以下の条件を満たす必要があります。
· 1名あたり100ドル未満の金額であること
· AWA法務部から事前承認を得ること
· 特に贈答の場合、会社ロゴの入った贈答品であること
2. 公務員の場合、100ドルが絶対的な上限です。100ドル以上の贈答は、自動的に却下されます。
3. 公務員へのGME提供前にAWA法務部へ申請して、全ての法律を遵守していることを確認してください。

表1：公務員向けGME 早見表
	分類
	金額
	要件
	承認されない場合

	贈答
	全て
（金額を問わない）
	· AWA法務部に申請して承認を
得ること
· 会社ロゴが入った贈答品であること
	· 100ドル以上の場合

	飲食
	全て
（金額を問わない）
	· AWA法務部に申請して承認を
得ること
	· チップ・税抜きで100ドル以上の場合

	接待
	全て
（金額を問わない）
	· AWA法務部に申請して承認を
得ること
	· チップ・税抜きで100ドル以上の場合


注：相手が公務員かどうか不明な場合、AWA法務部に問い合わせてください。



4.2 GMEの金額算定
チームメンバーは、GMEフォームを提出する際、GMEの金額を算定しなければなりません。GMEフォーム提出時点では推定金額とならざるをえないことが多いですが、GMEが提供される店舗・場所における公正市場価格（購入時に必要となるであろう金額）に基づき算定してください。公正市場価格は、以下により確認できます。
· メニュー
· Google、Amazon、eBay等のウェブサイト
· 小売店
本規程で記載する金額は全て米ドルで表記されています。本規程で飲食・接待の金額を算定する際は、チップや税金を含めないことに留意してください。
注：AWA法務部は、提供されたGMEの金額を確認する場合があります。

4.3 年間上限額
同一のビジネスパートナーとの間で提供・受領できるGMEの年間総額には、上限があります。この上限額は、年間累積金額 （CAV）に基づきます。AWA法務部は、チームメンバーのGMEがCAVの上限内に収まるように、GMEを確認します。

4.4 ルール違反への対処
本規程に違反した場合、懲戒処分（解雇を含む）の対象となることがあります。

4.5 申請時の留意点
1. 最も職位が高い出席者の責任：
　複数のチームメンバーが飲食や接待に出席する場合、出席者の中で最も職位の高いチームメンバーがGMEフォームを提出しなければなりません。例えば、副社長とマネージャーが顧客との会食に出席した場合、副社長がGMEフォームを提出する必要があります。
2. 不適切なGMEの提供：
　通常得られない特別な待遇やビジネス上の利益のためにGMEを提供された場合、行動規範（Code of Conduct）に記載されたルートを通じて、直ちに報告してください。
3. アイシングループ間でのGME：
· グループ会社間でのGME：
　アイシングループ内の別会社（親会社、子会社、関連会社）のチームメンバーとのGMEについては、ビジネスパートナー（非公務員）とのGMEと同じルールが適用されます。
· 社内のチームメンバー間でのGME：
　社内のチームメンバー間でのGMEについては、当該チームメンバーの直属上司から書面による事前承認を必ず得なければなりません。社内のチームメンバー間でのGMEは、以下の場合を除き、本規程の対象外となります。
· 贈答が100ドル、飲食・接待が150ドル以上の場合
· 当該GMEによって利益相反が生じる合理的可能性がある場合
· レポートライン上の上位者（マネージャー）との間でGMEをやり取りする場合
· チームビルディング活動：
　当社・親会社・子会社・関連会社のチームメンバーが参加する会社主催のチームビルディング活動は、以下の条件を全て満たす場合、本規程の対象外となります。
· 然るべき上位者・管理職によって承認されること
· 会社の予算によって実施されること
· 会社標準の手続・手順に従って記録が残されること
· 費用および頻度が過大でないこと

4.6 違反報告者の保護
本規程の違反に関する報告は機密として取り扱われ、違反報告者の身元・個人情報は保護されます。

4.7 問い合わせ先
本規程に関して不明点がある場合は、AWA法務部までお問い合わせください。

5. 贈答に関するルール
5.1 禁止事項
5.1.1 贈答の要求
どんなに少額であっても、贈答を決して要求してはなりません。他のチームメンバーが贈答を要求しているのを知った場合は、行動規範（Code of Conduct）に記載されたルートを通じて報告してください。

5.1.2 不適切な贈答
以下のものを提供・受領してはなりません。
a. 金銭または金銭に類する物品（ギフトカード、ギフト券等）
b. 法律で禁止されているもの
c. 裏金、賄賂またはキックバック
d. 贈答を禁止している組織への贈答、または当該組織からの贈答
e. サービスまたは非金銭的利益（雇用の約束等）
注：会社公認の社内プログラムでの贈答（QCCの受賞者やコンプライアンス意識調査の参加者に対し、褒賞としてギフトカードを提供する等）は、贈答に関するルールの対象外となります。

5.2 許容事項
5.2.1 贈答の承認ルール

表2：贈答に関する早見表
	[bookmark: _Hlk210313714]相手方
	金額
	要件

	ビジネスパートナー
（非公務員）
	100ドル未満
	· AWA法務部の承認は原則不要

	
	100ドル以上
	· AWA法務部に申請して承認を得ること
· 全てのルールを満たした適切な贈答であれば承認されます

	公務員
	100ドル未満
	· AWA法務部に申請して承認を得ること
· 会社ロゴが入った贈答品であること

	
	100ドル以上
	· 厳格な上限額であり、決して承認されません
· 申請は常に却下されます


注：ビジネスパートナー（非公務員）への贈答の場合、100ドルという金額はAWA法務部への申請が必要かどうかの基準です。したがって、100ドル以上の贈答であっても、適切な内容であれば承認されます。
他方、公務員への贈答の場合、100ドルは厳格な上限金額であり、100ドル以上は承認されません。

5.2.2 贈答が承認されるための要件
贈答が承認されるためには、以下を全て満たす必要があります。
a. 特別待遇、ビジネスアワード、優遇価格・販売条件を得るためではないこと
b. ビジネス上の正当な目的に関連していること
c. 公になったとしても、当社やビジネスパートナーに不利益を生じさせないこと
d. 公正なビジネス判断に影響を与えないこと

5.2.3 贈答を断れない場合
贈答を断ることが失礼に当たるような状況で、不適切な贈答品を提供された場合、当該贈答品を一旦受け取ることはできますが、直ちにAWA法務部に報告してください。当該贈答品の取り扱いを判断するにあたり、AWA法務部がサポートします。

6. 飲食・接待に関するルール
6.1 禁止事項
6.1.1 飲食・接待の要求
金額にかかわらず、飲食・接待を決して要求してはなりません。他のチームメンバーが飲食・接待を要求しているのを知った場合は、行動規範（Code of Conduct）に記載されたルートを通じて報告してください。

6.1.2 不適切な飲食・接待
以下のような飲食・接待は一切承認されません。
a. 過剰と思われる高額の飲食・接待
b. 賄賂やキックバックであるかのように見られる飲食・接待
c. 不適切な内容を含む成人向けのエンターテイメントやイベント
d. ビジネスパートナーが提供・受領することを許可されていない飲食・接待

6.2 許容事項
6.2.1 飲食・接待の承認ルール

表3：飲食・接待に関する早見表
	[bookmark: _Hlk211430638]相手方
	金額
	要件

	ビジネスパートナー
（非公務員）
	150ドル未満
	· AWA法務部の承認は原則不要

	
	150ドル以上
	· AWA法務部に申請して承認を得ること
· 全てのルールを満たした適切な飲食・接待であれば承認されます

	公務員
	100ドル未満
	· AWA法務部に申請して承認を得ること

	
	100ドル以上
	· 厳格な上限額であり、決して承認されません
· 申請は常に却下されます


注：
· ビジネスパートナー（非公務員）への飲食・接待の場合、150ドルという金額はAWA法務部への申請が必要かどうかの基準です。したがって、150ドル以上（チップ・税金除く）の飲食・接待はAWA法務部に申請する必要がありますが、適切な内容であれば承認されます。
· 公務員への飲食・接待の場合、100ドル（チップ・税金除く）は厳格な上限金額であり、100ドル以上は承認されません。
· 本規程において飲食・接待の金額を算定する場合、チップ・税金は除外されることにご留意ください。

6.2.2 飲食・接待が承認されるための要件
飲食・接待が承認されるためには、以下を全て満たす必要があります。
a. 同一のビジネスパートナーに対して、日常的・頻繁に提供しないこと
b. ビジネス上の正当な目的や、良好な関係構築・維持のためであること
c. 特別扱い・特別待遇を求めるものでないこと
d. 当社がビジネス上の利益を追求するうえで、当該接待・飲食が悪影響を与えないこと
e. 相手方がビジネス上の利益を追求するうえで、当該接待・飲食が悪影響を与えないこと
f. ビジネス上、適切な場で実施されること
g. ビジネスの状況に応じて、合理的な内容であること

6.2.3 飲食・接待を断れない場合
飲食・接待を断ることが失礼に当たるような状況で、上記要件を満たさない飲食・接待を提供された場合、当該飲食・接待を一旦受けることはできますが、直ちにAWA法務部に報告してください。

6.3 その他重要なポイント
6.3.1 贈答と飲食・接待の違い
飲食・接待を申し出た相手方が同席した場合、本規程において飲食・接待とみなされます。相手方がチケットを提供したものの同席しなかった場合、本規程において贈答とみなされますので、第5章記載の贈答に関するルールに従ってください。

6.3.2 ルールに違反した場合
6.1.2または6.2.2記載のルールに反して飲食・接待を提供・受領した場合、本規程違反となります。


6.3.3 問い合わせ先
疑問点については、AWA法務部までお問い合わせください。

7. 承認プロセス
7.1 通常の承認プロセス
7.1.1 承認が必要な場合

表4: 承認が必要な場合（まとめ）
	分類
	相手方
	金額
	承認の要否

	贈答
	ビジネスパートナー
（非公務員）
	100ドル未満
	· AWA法務部への申請・承認は不要

	
	
	100ドル以上
	· AWA法務部への申請が必要 – 適切な内容であれば承認

	
	公務員
	全て
	· 金額を問わず、AWA法務部への申請・承認が常に必要

	飲食
接待
	ビジネスパートナー
（非公務員）
	150ドル未満
(チップ・税抜き)
	· AWA法務部への申請・承認は不要

	
	
	150ドル以上
(チップ・税抜き)
	· AWA法務部への申請が必要 – 適切な内容であれば承認

	
	公務員
	全て
	· 金額を問わず、AWA法務部への申請・承認が常に必要



重要：
· ビジネスパートナー（非公務員）の場合、GMEの金額（贈答の場合は100ドル、飲食・接待の場合は150ドル）は申請が必要かどうかの基準となります。基準金額以上の場合はAWA法務部への申請・承認が必要となり、申請内容に基づき承認可否が判断されます。
· 飲食・接待については、金額を算定する際にチップ・税金を除外してください。
· 公務員の場合、金額にかかわらず、AWA法務部への申請・承認が必要であり、厳格な上限額である100ドル以上は承認されません。

承認プロセスにおいては、①まず上司の承認を得て、②次にAWA法務部の承認を得なければなりません。記録保管のため、書面（通常は電子メール）による承認が必要で、口頭による承認は認められません。

注：GMEについては正直に申請してください。申請漏れは、解雇を含む懲戒処分の対象となる場合があります。
7.1.2 申請方法
GMEフォーム（www.AisinIntegrity.com）に必要事項を記入のうえ、申請してください。GMEフォームを提出することなく、AWA法務部に直接相談・連絡するのは適切な申請方法ではありません。
注：5営業日以内に回答します。より迅速な回答が必要な場合は、GMEフォームにその旨を記入するか、AWA法務部に直接ご連絡ください。

7.1.3 審査プロセス
GMEフォームの提出後、当該GMEフォームは自動的にAWA法務部に送信され、審査が行われます。

7.1.4 AWA法務部による審査
AWA法務部は、電子メールにて申請を承認・却下するか、またはGMEの内容について詳細をお伺いします。 AWA法務部からGMEの詳細について質問された際は、全面的に協力してください。

7.1.5 申請が却下された場合
申請が却下された場合、GMEを提供・受領することはできません。既にGMEを提供・受領してしまっている場合、上司およびAWA法務部と連携して事後対応を進める必要があります。
AWA法務部からの却下メールには、却下理由・とるべき対応が記載されます。AWA法務部は、申請者、その上司、および人事部が次のステップを理解できるよう、サポートします。
注：既にGMEを受領しているにもかかわらず、事後申請が却下された場合、返品や払い戻しが必要となる場合があります。AWA法務部がビジネスパートナーに連絡する場合もあります。

7.1.6 承認に関する記録の保管
GMEに関する承認メールやその他の電子メールは全て保管してください。AWA法務部も全ての承認記録を保管します。

7.2 予定外のGME
7.2.1 事前承認が得られない場合
GMEの中には、受領前にGMEフォームを提出して承認を得ることが困難な場合があります（特に、急遽GMEを提供された場合）。例えば、出張中やサプライヤーとの会議中に、予期せずに夕食やスポーツイベントへの招待を受けた場合などです。
一部の文化では、そのような招待を断ることが不適切とみなされる場合もあります。当該GMEについて本規程に基づく承認が必要な場合、GMEを受領してから3営業日以内に申請してください。出張中のため3営業日以内に申請できない場合、出張から戻って3営業日以内に申請してください。
注：GMEに関する質問があれば、出張中でもAWA法務部にいつでも問い合わせることができます。

7.2.2 事後報告時の留意点
公務員への全てのGME、およびビジネスパートナー（非公務員）への100ドル以上の贈答・150ドル以上の飲食・接待について、予定外のため事前承認を得られなかった場合、GMEフォームを事後提出する際に、当該GMEの受領前に承認を得られなかった理由を記載する必要があります。

7.2.3 対応プロセス
AWA法務部は、チームメンバーと連携して、GMEの受領が妥当であったかどうか判断します。倫理的・法的な問題があると判断された場合、チームメンバーはビジネスパートナーに贈答品を返却したり、飲食・接待について問題があった旨を報告したり、懸念事項に対処するため更なる措置が必要となることがあります。飲食・接待が却下された場合、払い戻しが必要になることもあるため、AWA法務部は、チームメンバーが受領したGMEについてビジネスパートナーに連絡する可能性があります。
AWA法務部の承認があれば、GMEに関して法的・倫理的な問題が無いといえるため、チームメンバーはGME を有効に受領・提供できます。
注：上記プロセスにおける「承認」とは、AWA法務部からの書面（メール）によるGMEの承認を意味します。

8. ルールに違反した場合
8.1 懲戒処分
本規程に違反してGMEを受領・実施したチームメンバーは、解雇を含む懲戒処分を受ける場合があります。

8.2 不適切な贈答品の返却
本規程に違反して不適切な贈答品を受領したチームメンバーは、それを提供したビジネスパートナーに返却する必要があります。

8.3 贈答品を返却できない場合
本規程に違反して受領した贈答品を、それを提供したビジネスパートナーに返却できない場合、自身の上司に渡してください。当社の選択に従い、当該贈答品を慈善団体に寄付することがあります。

9. 記録保管
9.1 カンパニーカードの使用
ビジネスパートナーのためにGMEの支払いを行う場合、カンパニーカードを必ず使用してください。

9.2 必要手続
経費申請をする際は、以下を添付する必要があります。
· 有効な領収書
· GMEが承認されたことを示すエビデンス（必要な場合）
これらの書類・記録が添付されていない申請は差し戻されます。

表5：保管が必要な書類・記録
	書類・記録
	対象
	内容
	保管期間

	GMEフォーム
	· 事前承認が必要な全てのGME
· 事後報告となったGME
	· GMEの当事者・参加者全員の氏名
· GMEの日付
· GMEの金額
· GMEの提供・受領目的
	2年

	領収書・レシート
	· 払い戻し対象となる全ての費用
	· 日付
· 店名
· 金額
· 支払方法
	2年

	GME承認メール
	· 事前承認が必要な全てのGME
	· AWA法務部によるGMEの承認
	2年

	経費申請書
	· 全ての会社経費
	· 領収書・レシート
· GMEフォーム（必要な場合）
· GME承認メール（必要な場合）
	2年


注：GMEフォームへの法務部回答を保存し、経費申請書に添付することもできます。




9.3 記録に含めるべき内容
全てのGMEについて、以下の内容を記録に含めてください。
1. GMEの当事者・参加者全員の氏名
2. GMEの日付
3. GME（贈答・飲食・接待）の種類
4. GMEの金額
5. GMEの提供・受領方法（直接の提供・受領、郵送など）

10. 更新履歴

	更新日
	変更点
	変更理由

	2021/07/13
	GoCanvas言語の削除、およびJotFormアプリケーションを追記
	手順・手続の更新

	2025/06/20
	規程内容の改定
	· ビジネスパートナー（非公務員）への飲食・接待の申請基準を、100ドルから150ドルに引き上げ
· GMEの新たな申請フォームとして、JotFormからwww.AisinIntegrity.comに更新
· 23ページに及ぶ旧規程を、図表を用いて理解しやすい形に簡素化
· 飲食・接待の金額算定時、チップ・税金が除外されることを明示
· グループ内・社内でのGMEへの規制を強化（ただし、チームビルディング活動は対象外）
· 二段階の承認プロセスを維持しつつ、ワークフローを簡素化
· 事前承認が必要・不要な場合を図示
· 公務員へのGMEについて、100ドルの上限を強調・明確化
· 記録保管期間を2年間として標準化
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